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≪ ２ 相談
そうだん

 ≫ 

１．相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

一
いち

覧
らん

 

相談
そうだん

内容
ないよう

 相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

障
しょう

がいについて相談
そうだん

したい（身体
しんたい

） 

☆障がいがあるため、生活の支援が必要 

☆障がいがあるため、用具が必要 

☆障がい程度が変わった 

☆日中活動の場を探している 

 

◆６５歳未満の方 

障害福祉課 相談支援担当 

電話０４２‐３３８‐６８４７（直通） 

ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

マルシェたま地域活動支援センター のーま 

電話０４２‐３１１-２３００ 

地域活動支援センター あんど 

電話０４２‐３５６‐０３０７（直通） 

◆６５歳以上の方 

高齢支援課 地域ケア推進係 

電話０４２‐３３８‐６８４６（直通） 

障
しょう

がいについて相談
そうだん

したい（知的
ち て き

） 

☆障がいがあるため、生活の支援が必要 

☆障がいがあるため、用具が必要 

☆障がい程度が変わった 

☆日中活動の場を探している 

障害福祉課 相談支援担当 

電話０４２‐３３８‐６８４７（直通） 

多摩児童相談所（１８歳未満） 

電話０４２‐３７２‐５６００ 

東京都心身障害者福祉センター本所 

      電話０３‐３２３５‐２９６１ 

東京都心身障害者福祉センター多摩支所 

電話０４２‐５７３‐３３１１（代表） 

マルシェたま地域活動支援センター のーま 

電話０４２‐３１１-２３００ 

地域活動支援センター あんど 

電話０４２‐３５６‐０３０７（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

 身

体 

 精  知  難 
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相談
そうだん

内容
ないよう

 相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

障
しょう

がいについて相談
そうだん

したい（精神
せいしん

） 

☆障がいがあるため、生活の支援が必要 

☆日中活動の場を探している 

障害福祉課 相談支援担当 

電話０４２‐３３８‐６８４７（直通） 

マルシェたま地域活動支援センター のーま 

電話０４２‐３１１-２３００ 

地域活動支援センター あんど 

電話０４２‐３５６‐０３０７（直通） 

東京都立多摩総合精神保健福祉センター 

電話０４２‐３７１‐５５６０ 

発達
は っ た つ

障
しょう

がいやその疑
うたが

いについて相談
そ う だ ん

したい 

発達・教育初回相談窓口 

（諏訪複合教育施設「かけはし」内） 

電話０４２‐３７２‐１０３８ 

東京都発達障害者支援センター 

※ご本人が１８歳以上の場合 

おとなトスカ 電話 03-5579-8207 

※ご本人が１８歳未満の場合 

こどもトスカ 電話０３‐６４１３‐０２３１ 

障
しょう

がい者
しゃ

の差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の推進
すいしん

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

について相談
そうだん

したい 

☆障害を理由とする差別に関する相談 

☆障がい者虐待防止☆成年後見制度 

障害福祉課 相談支援担当 

     電話０４２‐３３８‐６８４７（直通） 

     ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

就労
しゅうろう

について相談
そうだん

したい 

マルシェたま障がい者就労支援センター 

なちゅーる 

電話０４２‐３１１‐２３２４ 

ハローワーク府中 

電話０４２‐３３６‐８６５２（直通） 

障害福祉課 相談支援担当 

電話０４２‐３３８‐６８４７（直通） 

難病
なんびょう

について相談
そうだん

したい 

◆医療費助成に関すること 

障害福祉課 障害福祉係 

電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） 

◆療養に関すること 

東京都南多摩保健所 

電話０４２‐３７１‐７６６１ 



２ 相談 8 

相談
そうだん

内容
ないよう

 相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

高
こ う

次
じ

脳
のう

機
き

能
のう

障
しょう

がいについて相談
そうだん

したい 

地域活動支援センター あんど 

高次脳機能障害相談専用 

電話０４２‐３５６‐０３４８（直通） 

障害福祉課 相談支援担当 

電話０４２‐３３８‐６８４７（直通） 

東京都心身障害者福祉センター 

高次脳機能障害専用電話相談 

電話０３‐３２３５‐２９５５（電話での相談が難し

い場合には、FAX０３‐３２３５‐２９５７まで） 
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障害者手帳
し ょ う がいし ゃ てち ょ う

や手当
て あ て

・医療費
い り ょ う ひ

助成
じ ょ せ い

等
と う

について 

相談
そうだん

内容
ないよう

 相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

身体障
しんたいしょう

害
がい

者
しゃ

手帳
てちょう

・愛
あい

の手帳
てちょう

に関
かん

すること 

障害福祉課 相談支援担当 

電話０４２‐３３８‐６８４７（直通） 

ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

障害者手帳
しょうがいしゃてちょう

によって受
う

けられるサービス
さ ー び す

に関
かん

すること 

☆手当・医療費助成 

☆交通費助成 

☆公共交通機関等の割引 等 

障害福祉課 障害福祉係 

電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） 

ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

精神障害者保健福祉手帳
せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょ う

に関
かん

すること 
障害福祉課 障害福祉係 

電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） 

精神疾患
せいしんしっかん

で通院
つういん

をしている場合
ば あ い

の医療費
い り ょ う ひ

助成
じょせい

制度
せ い ど

に関
かん

すること 

障害福祉課 障害福祉係 

電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） 

その他問
とい

合
あわ

せ 

相談
そうだん

内容
ないよう

 相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

市役所
し や く し ょ

に電話
で ん わ

したいとき 

代表電話 

電話０４２‐３７５‐８１１１ 

障害福祉課（直通） 

障害福祉係 電話０４２‐３３８‐６９０３ 

相談支援担当 電話０４２‐３３８‐６８４７ 

市役所
し や く し ょ

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

 

☆生活情報やイベント情報を調べることが

できます。 

https://www.city.tama.lg.jp 

 

 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

について 

◆介護保険の認定に関すること 

介護保険課 認定給付担当 

電話０４２‐３３８‐６９０７（直通） 

◆介護保険料に関すること 

介護保険課 介護保険担当 

電話０４２‐３３８‐６９０１（直通） 

 多摩市公式 HP 
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相談
そうだん

内容
ないよう

 相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

子育
こ そ だ

て支援
し え ん

についての手当
て あ て

・助成
じょせい

・相談
そうだん

等
と う

 
子ども・若者政策課 

電話０４２‐３３８‐６８５１（直通） 

健康
けんこう

保険
ほ け ん

について 

◆国民健康保険 

保険年金課 国保担当 

電話０４２‐３３８‐６８２４（直通） 

◆後期高齢者医療 

保険年金課 後期高齢者医療担当 

電話０４２‐３３８‐６８０７（直通） 

税金
ぜいきん

について 

課税課 市民税係 

電話０４２‐３３８‐６８２１（直通） 

課税課 家屋償却資産係 

  電話０４２‐３３８‐６８３８（直通） 

課税課 諸税係 

電話０４２‐３３８‐６８３２（直通） 

◆国税に関すること 

国税相談専用ダイヤル 

    電話０５７０‐００‐5９０１ 

◆自動車税に関すること 

東京都自動車税コールセンター 

    電話０３‐３５２５‐４０６６ 

年金
ねんきん

について（国民
こくみん

年金
ねんきん

・障害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

） 

保険年金課 国民年金係 

電話０４２‐３３８‐６８４４（直通） 

府中年金事務所 

電話０４２‐３６１‐１０１１（代表） 

東京都
と う き ょ う と

保健
ほ け ん

医療
いりょ う

情報
じょうほう

センター 

ひまわり 

☆医療情報を求めている都民の方、外国語

で受診できる病院を探したい方。２４時間の

医療機関案内 

①医療機関案内（２４時間自動応答） 

②保健医療福祉相談（平日９時～２０時） 

電話０３‐５２７２‐０３０３ 

聴覚障害者等専用ファックス 

ＦＡＸ０３‐５２８５‐８０８０ 

③外国語による相談 

（英語、中国語、韓国語、タイ語、スペイン語） 

電話０３‐５２８５‐８１８１（毎日９時～２０時） 
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２．相談員
そうだんいん

 

 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

相談員
そうだんいん

 

身体障がい者の身近な相談役として、多摩市が相談業務を委託しています。 

お気軽にご相談ください。 

 

内  容 

① 身体障がい者の地域活動の推進 

② 身体障がい者の更生援護に関する相談、指導 

③ 身体障がい者の更生援護につき、関係機関に関する協力 

④ 身体障がい者に対する市民の認識と理解を深めるための活動 

 

相談方法 

  別紙にて相談員の連絡先が記載されているので、直接ご相談ください。 

 

問 合 せ 

 障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ ０４２‐３７１‐１２００ 

 

 

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

相談員
そうだんいん

 

知的障がい者の身近な相談役として多摩市が相談業務を委託しています。 

お気軽にご相談ください。 

 

内  容 

① 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談、指導助言 

② 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関への連絡 

③ 知的障がい者に対する市民の認識と理解を深めるための活動 

 

相談方法 

  別紙にて相談員の連絡先が記載されているので、直接ご相談ください。 

 

問 合 せ 

 障害福祉課 障害福祉係 電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 身 

 知 
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３．民生
みんせい

委員
いいん

・児童
じ ど う

委員
いいん

 

民生委員は社会奉仕の精神をもって、福祉関係について問題をかかえている方の相談や必要な援助

を行う一方、福祉事務所、児童相談所等関係機関に対する協力活動を行い、社会福祉の増進に努め、

児童委員も兼ねています。主任児童委員は、児童福祉に関する事項を専門的に担当しています。任期は

３年間（令和７年１２月１日から令和１０年１１月３０日）となっており、民生委員・児童委員には秘密厳守

が義務づけられています。 

◆主な役割  

① 住民と公的機関との橋渡し役です。 

② 福祉情報のお知らせ役です。 

③ 生活上の身近な支え役です。 

④ 地域に密着したアンテナ役です。 

◆具体的な仕事  担当区域内の市民の社会福祉に関すること 

《市民への支援者として》 

① 福祉に関する個別相談、関係機関への連絡 

    高齢福祉、児童福祉、障がい福祉、生活福祉問題に関すること 

② 証明事務 

公的機関等で「証明」の取扱いを行っていないもので調査可能な事実関係について調

査書の発行（生計維持関係等） 

③ 友愛訪問、安否確認 

    ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯の訪問、連絡 

④ 各地域での子育て家庭支援 

《 そ の 他 》 

① 福祉行事への応援協力 

② 社会福祉協議会で行っている貸付資金等の事業の協力 

③ 社会を明るくする運動街頭啓発活動の参加協力 

④ 児童相談所、学校関係機関等との地区連絡協議会の開催 

⑤ 市保健師との地区連絡会の開催 

相談方法 

地区ごとに担当が決まっています。詳しくは下記の問い合わせ先までご連絡ください。 

福祉委員 

民生委員・児童委員は、身体障がい者相談員、知的障がい者相談員と共に福祉委員として、 

市の各種福祉施策や行事に協力しています。 

民生・児童委員協力員 

民生委員・児童委員の協力者として活動しています。（名簿はホームページに記載） 

問 合 せ  福祉総務課 福祉総務担当２ 電話０４２‐３３８‐６８８９（直通） ＦＡＸ０４２‐３３８‐６８８１ 
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４．精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

相談
そうだん

 

 

精神
せいしん

一般
いっぱん

相談
そうだん

 

 

対 象 者 

医療にかかっている方で精神保健福祉に関する悩み、困りごとのある方 

 

内  容 

日常生活の相談、障害福祉サービス等の利用に関する相談、医療継続の相談 

 

相談方法 

電話・面接等による相談 

 

問 合 せ 

障害福祉課 相談支援担当 電話０４２‐３３８‐６８４７（直通） 

 

 

精神
せいしん

保健
ほけん

相談
そうだん

 

 

対 象 者 

 市民の方で下記の内容でお悩みの方 

 

内  容 

未治療もしくは治療中断している方の相談および薬物・アルコール依存症・ひきこもり等の 

専門相談 

 

相談方法 

保健所に直接電話し、地区担当の保健師に相談 

※事前に電話予約が必要です。 

 

問 合 せ 

東京都南多摩保健所保健対策課 電話０４２‐３７１‐７６６１  

多摩市永山２‐１-５ 

 

 精 
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５．多摩市
た ま し

発達
はったつ

支援室
し え ん し つ

 

 

対 象 者 

 発達の遅れや心配のある児童から大人までとその家族 

 

内  容 

発達の遅れや「ことば」「人とのかかわり」「行動」等について心配のある児童とその家族、および発

達障がい児・者とその家族を対象に保健師・公認心理師等専門スタッフによる相談等を行っています。

市内幼稚園・保育所等の巡回相談や、児童発達支援事業「多摩市ひまわり教室」の入園に関する相

談を行っています。 

 

開庁時間 

月曜日～土曜日 ８時３０分～１７時（祝日、年末年始除く） 

 

問 合 せ 

 

多摩市発達支援室 多摩市諏訪５‐１（諏訪複合教育施設「かけはし」内） 

電話０４２‐３７４‐２７１７  ＦＡＸ０４２‐３７２‐１０７４ 

           

多摩市発達支援室に初めて相談をする場合の連絡先 

 

〇発
  はっ

達
たつ

・教育
きょういく

初回
しょかい

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

 

内  容 

発達のことや学校や幼稚園・保育所に行き渋りがある等の心配に関して発達支援室と教育センター

教育相談室に初回相談窓口を設けています。 

 

利用時間 

月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く）の９時～１７時（１２時～１３時除く） 

 

問合せ・申し込み 

発達・教育初回相談窓口 

電話０４２‐３７２‐１０３８   申し込みフォーム（２次元コード） 

多摩市諏訪５‐１（諏訪複合教育施設「かけはし」内） 
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６．障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）が平成２８年４月に施行され、

多摩市でも「多摩市障がい者への差別をなくし共に安心して暮らすことのできるまちづくり条例」を令

和２年７月に施行しました。 

条例では、不当な差別的取扱いをすること及び合理的配慮をしないことを差別としています。障害があ

ることで差別を受けたときは、障害福祉課にご相談ください。必要に応じて、関係者間の調整や専門窓

口の紹介等を行います。相談によって解決しない場合は、助言・あっせんを求めて市長に申立てをするこ

ともできます。 

 

〇 不当な差別的取扱い 

正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否する、サービスを提供する場所や時間を制限

する等、障がいのない人とは異なる対応をすることを、不当な差別的取扱いと言います。すべての人が、

不当な差別的取扱いをしてはいけません。 

 

〇 合理的配慮 

障がいのある人とない人が同じように生活できるよう、障がい者にとってのバリアをなくすために必要な

対応や工夫をすることを合理的配慮と言います。市と事業者は、障がい者から対応を求められたときや、

障がい者が配慮を必要としていることが明白なときに、負担が重い場合を除いて必ず合理的配慮をし

なければいけません。 

 

障がい者差別に関する相談窓口 

  障害福祉課 相談支援担当 

  電話０４２‐３３８‐６８４７（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 身

体 

 知

た

い

地 

 難

病 

 精 



２ 相談 16 

７．障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

  

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）が、平成２４

年１０月１日より施行されました。障がい者に対する虐待はその尊厳を害するものであり、障がい者の自

立と社会参加にとって、障がい者虐待の防止を図ることは極めて重要です。障害者虐待防止法、児童

虐待防止法に基づき、虐待を受けたと思われる障がい者・児を発見した人は速やかに市に通報・通告

しなければいけません。通報者が通報等により不利益を受けることはありません。 

 

障がい者虐待の定義 

障害者虐待防止法では、障がい者虐待を以下のように定義しています。 

・養護者による障がい者虐待（主に家庭内での虐待） 

・障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待（主に施設内での虐待） 

・使用者による障がい者虐待（主に職場内での虐待） 

 

障がい者虐待の例  

身体的虐待：障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理

由なく障がい者の身体を拘束すること 

性的虐待 ：障がい者にわいせつな行為をすること、又は障がい者をしてわいせつな行為をさせること 

心理的虐待：障がい者に対する著しい暴言又は拒絶的な対応、その他障がい者に著しい心理的外

傷を与える言動を行うこと 

放置・放任：障がい者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置その他必要な養護を著しく怠る

こと 

経済的虐待：障がい者の財産を不当に処分すること、その他障がい者から不当に財産上の利益を得

ること 

障がい者虐待に対する相談窓口 

  障害福祉課 相談支援担当 電話０４２‐３３８‐６８４７（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 

 

８．成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

  

判断能力が不十分な方が不利益を被ることがないように、後見人等をたてて権利を保護する成年後見

制度があります。後見人には、家族や弁護士等がなれますが、身寄りのない方等のための成年後見に

ついて相談を受けています。 

問 合 せ 

障害福祉課 相談支援担当 電話０４２‐３３８‐６８４７（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 知

た

い
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 精 



２ 相談 17 

９．権利
け ん り

擁護
よ う ご

センター
せ ん た ー

 

成年後見制度の総合相談や利用支援、福祉サービスの利用支援や日常的金銭管理サービス等を行

っています。 

 

内  容 

① 相談業務 

成年後見制度や福祉サービスに関する相談、弁護士によるふくし法律相談、社会福祉士による成

年後見相談を行っています。 

 

② 成年後見制度利用支援業務 

成年後見制度についてのご相談や、申立手続きのアドバイス、弁護士・司法書士・社会福祉士等

の後見人候補者の紹介を行います。 

 

③ 後見人等支援業務 

後見業務についてのご相談や各種書類作成の助言を行います。 

また、後見人同士の交流と情報交換の場を提供し、後見人が孤立せず活動するための支援を行

います。 

 

④ 福祉サービス利用支援業務 

障がい者や高齢者の方を対象に、福祉サービスの利用支援や、金銭管理のお手伝い、大切な書

類等を預かるサービスです。 

相談は無料です。契約後のサービス（支援）は原則として利用料がかかります。まずはご相談くだ

さい。 

 

⑤ 成年後見制度・福祉サービス利用支援事業の普及・啓発 

成年後見制度や福祉サービス利用支援事業について説明会や講演会等を行います。出張説明

会も行っておりますので、お気軽にご相談ください。 

 

問 合 せ 

多摩市社会福祉協議会 権利擁護センター  電話０４２‐３７３‐５６７７ 

 

  

 知

た

い

地 

 精  身 

  

成年後見制度について  

権利擁護センターHP 
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≪３ 手帳
てちょう

・手当
て あ て

≫ 

１．身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

 

 身体障害者手帳とは、身体に障がいのある方が、身体障害者福祉法に定める障がい程度に該当す

ると認定された場合に交付されます。各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。１級

から 7 級までの区分が設けられています。ただし、７級の障がいが一つのみの場合は、手帳の対象に

なりません。 

また、平成１４年４月以降、新規又は更新の申請をされる方へ手帳を交付する際に、将来、障がい程度

に変化が予想される場合、その方を対象にした障害再認定制度が実施されています。 

手帳の交付対象となる障がいの種別 

視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能

障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全

ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害 

申請方法 

◆新規交付 

①～③をご持参のうえ障害福祉課へ ※ 申請書類に基づき東京都で審査があります。 

①指定医師の作成した身体障害者診断書・意見書 

（用紙は市役所障害福祉課にあります。多摩市のＨＰからもダウンロードできます。） 

② 写真（縦４cm×横３cm） 

③ マイナンバーカード等 

 

  ◆変更等 

☆ 居住地変更、氏名変更、保護者変更等【手帳、マイナンバーに関するものをお持ちください。】 

☆ 再交付（紛失・破損、手帳の形式変更等）【写真(縦４cm×横３cm)、マイナンバーに関するも

のをお持ちください。】 

☆ 更新（等級変更・障害追加）【写真(縦４cm×横３cm)、手帳、指定医師の作成した身体障害

者診断書・意見書、マイナンバーに関するものをお持ちください。】 

☆ 返還（ご本人が死亡されたとき、又は障がい程度が軽くなり身体障害者福祉法に定める障

がいに該当しなくなったとき）【手帳、マイナンバーに関するものをお持ちください。】 

 

問 合 せ 

障害福祉課 相談支援担当  電話０４２‐３３８‐６８４７（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 
身

体 
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２．愛
あい

の手帳
てちょう

（療育
りょういく

手帳
てちょう

）  

愛の手帳（東京都療育手帳）とは、知的障がいのある方に交付されるもので、各種の福祉サービスを

受けるために必要となるものです。 

東京都愛の手帳交付要綱に基づき１度から４度までの判定区分が設けられています。 

申請方法 

  ◆新規交付 

     手帳の交付を受けるためには、以下の場所で判定を受ける必要があります。 

  ・１８歳未満の知的障がい児は多摩児童相談所 

  ・１８歳以上の知的障がい者は東京都心身障害者福祉センター本所及び多摩支所 

※本人・保護者が直接電話予約申込 

  ◆再判定 

 本人が満３歳、６歳、１２歳、１８歳になったとき及び障がい程度が変化したときには再度判定を受け

てください。窓口は新規同様１８歳未満の方は多摩児童相談所、１８歳以上の方は東京都心身障害

者福祉センター本所及び多摩支所です。 

※手帳の新規交付・再判定後は、サービス等の説明をしますので、手帳をもって障害福祉課窓口

にお越しください。 

◆変更等 ※以下の申請は障害福祉課が窓口となります。 

☆ 居住地変更、氏名変更、保護者変更等【手帳をお持ちください。】 

☆ 再交付（紛失、破損）手帳の形式変更等【写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ）、手帳をお持 

ちください。】 

☆ 返還（ご本人が死亡されたとき）【手帳をお持ちください。】 

問 合 せ 

    ◆新規交付・再判定 

① 多摩児童相談所（１８歳未満） 

 電話０４２‐３７２‐５６００ 

 多摩市諏訪２－６ 

② 東京都心身障害者福祉センター多摩支所（１８歳以上） 

 電話０４２‐５７３‐３３１１     

 国立市富士見台２－１－１ 

③ 東京都心身障害者福祉センター本所（１８歳以上） 

 電話０３‐３２３５‐２９６１（判定受付専用） 

 新宿区神楽河岸１-１ 東京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）１４階受付 

◆変更等 

  障害福祉課 相談支援担当  電話０４２‐３３８‐６８４７（直通）  ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 
知 
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３．精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

  

精神障害者保健福祉手帳とは、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約が

ある方に交付されるものです。入院・在宅による区別や年齢制限はありませんが、初診日から６ヶ月を

経過している必要があります。 

障がいの等級は重い順に１級から３級まであります。手帳の有効期限は原則として２年間です。 

 

申請方法 

◆新規交付 

①～③ をご持参のうえ障害福祉課へ  

① 写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ、脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの） 

② 診断書（所定様式です。用紙は市役所障害福祉課にあります。） 

③ マイナンバーカード等 

※ 申請書類に基づき東京都で審査があります。 

※ 精神障がいを事由として障害年金又は特別障害給付金を受給している方は、 

診断書の代わりに年金証書の写し等でも申請できます。 

 

  ◆更新 

※  新規交付に必要な①～③（精神障がいを事由として障害年金又は特別障害給付金を受給し 

 ている方は診断書の代わりに年金証書の写し等でも申請できます。）と、現在お持ちの手帳が必

要です。手帳の有効期限の３ヶ月前から更新申請できます。 

 

◆変更等 

☆ 居住地変更・氏名変更【手帳をお持ちください。】 

☆ 再交付（紛失・破損等）【写真(縦４cm×横３cm)をお持ちください。】   

☆ 等級変更【写真(縦４cm×横３cm)・手帳のほかに、診断書（所定様式）が必要です。精神障

がいを事由として障害年金又は特別障害給付金を受給している方は診断書の代わりに年金

証書の写し等でも申請できます。】 

☆ 返還（ご本人が死亡されたとき、又は障がい程度が軽くなり精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律施行令に定める障がいに該当しなくなったとき）【手帳をお持ちください。】 

 

問 合 せ 

 障害福祉課 障害福祉係 電話０４２‐３３８‐６９０３（直通）  ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 

 
精 
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４．心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

  

対象者及び内容 

次に該当する障がいのある方 

 障がいの程度と要件 手当月額 

２０歳以上

の方 

１．身体障害者手帳１級と２級の方 

２．愛の手帳 1度から３度までの方 

３．脳性麻痺の方 

４．進行性筋萎縮症の方 

１５，５００円 

５．身体障害者手帳３級と４級の方 

６．愛の手帳４度の方 

７．１～４で老人福祉手当を受けていた方 

８，０００円 

２０歳未満

の方 

１．身体障害者手帳１級から４級までの方 

２．愛の手帳 1度から４度までの方 

３．脳性麻痺の方 

４．進行性筋萎縮症の方 

８，０００円 

 ※ ４月・８月・12月に前月までの４ヶ月分を銀行口座振込により受給できます。 

 ※ 次の方は対象となりません。 

① 本人（２０歳未満は扶養義務者）の所得が所得制限額以上の方 

② 特別養護老人ホームや障害者支援施設他、施設に入所している方 

③ ６５歳以上の方で新たに手当を申請される方（等級変更を含む） 

④ 児童育成（障害）手当を受けている方 

 

申請方法 

① ～② をご持参のうえ障害福祉課へ  

① 身体障害者手帳、愛の手帳  

② 本人の銀行口座のわかるもの  

※ 愛の手帳に代えて、「総合判定区分」確認証明書でも手続き可能です。 

 

問 合 せ 

 障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通）  ＦＡＸ042‐３７１‐１２００ 

 
身

体 

 
知 
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５．特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

  

対 象 者  重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別な介護が必要な２０歳以上の方 

※各種手帳を取得していなくても可。ただし、一部の施設入所者、病院等に 3 ヵ月を超えて入院して

いる方は対象外です。 

内   容  月額 30，450円（令和８年度時点） 

※ 消費者物価指数の変動率に応じて毎年度、月額改定される場合があります。 

２月・５月・８月・１１月に前月までの３ヶ月分を銀行口座振込により受給できます。 

※ 本人及び扶養義務者の所得による受給制限があります。 

（本人所得については非課税所得も含みます。） 

申請方法  ①～③ をご持参のうえ障害福祉課へ ※ 申請書類に基づき認定審査が行われます。 

① 診断書（所定様式）  

② 本人の銀行口座のわかるもの 

③ マイナンバーカード等 

問 合 せ  障害福祉課 障害福祉係 電話０４２‐３３８‐６９０３（直通）  ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００  

 

６．重度
じゅうど

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

  

対 象 者  常時複雑な介護を必要とする次のいずれかに該当する方。 

① 重度の知的障がいで常時複雑な配慮を必要とする著しい精神症状がある方 

② 重度の知的障がいと重度の身体障がいの重複している方 

③ 重度の肢体不自由で四肢機能障がいの方(座っていることが困難な方） 

ただし、６５歳以上の新規申請の方、施設入所者、病院に３ヶ月を超えて入院している方、本人（２０歳

未満の場合扶養義務者）の所得が所得制限額を超える方は対象外です。 

内  容  月額６０，０００円を毎月銀行口座振込により受給できます。 

申請方法  ①～③をご持参のうえ障害福祉課へ  

① 印かん ② 身体障害者手帳、愛の手帳（お持ちの方のみ） 

③ マイナンバーカード等 

※ 心身障害者福祉センター又は多摩支所で判定を受けていただきます。 

    障がい状況により来所が困難な場合は、自宅で判定を受けることもできます。 

問 合 せ  障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通）  ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 
身
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身
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知 



３ 手帳・手当 23 

７．特定
とくてい

疾病者
しっぺいしゃ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

 

対 象 者 

多摩市特定疾病者福祉手当条例施行規則に定める特定疾病にり患し、 

東京都の難病医療費助成を受けており、多摩市に住所を有する方 

※ 次の方は対象となりません。 

① 本人(２０歳未満は扶養義務者)の所得が所得制限額以上の方 

② 特別養護老人ホームや肢体不自由児施設他、施設に入所している方 

③ 多摩市心身障害者福祉手当を受けている方 

④ 児童育成(障害)手当を受けている方 

内  容 

 月額６，０００円。５月・９月・１月に、前月までの４ヶ月分を銀行口座振込により受給できます。 

申請方法 

 難病医療費助成の申請時に本人の銀行口座のわかるものをご持参のうえ障害福祉課へ 

問 合 せ 

障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通）  ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 

８．障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

 

対 象 者 

 重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別な介護が必要な２０歳未満の方 

※各種手帳を取得していなくても可。ただし、一部の施設入所者、障害年金受給者は対象外です。 

 

内  容 

 月額１６，56０円（令和８年度時点） 

※ 消費者物価指数の変動率に応じて毎年度、月額改定される場合があります。 

２月・５月・８月・１１月に前月までの３ヶ月分を銀行口座振込により受給できます。 

※ 本人および扶養義務者の所得による受給制限があります。 

申請方法 

①～③をご持参のうえ障害福祉課へ ※ 申請書類に基づき認定審査が行われます。 

① 診断書（所定様式） ② 本人の銀行口座のわかるもの ③ マイナンバーカード等 

 

問 合 せ 

障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 
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３ 手帳・手当 24 

９．特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

 

対 象 者 

次に該当する２０歳未満の児童を監護している父母又は養育者 

① 身体に重度、中度の障がいや長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活に著しい制

限を受けるとき（身体障害者手帳１級～３級程度、下肢４級の一部、その他内部障害） 

② 精神の発達が遅れているか、精神の障がいがあり、日常生活に著しい制限を受ける状態にある

とき（愛の手帳 1度～3度程度、統合失調症、そううつ病、てんかん症等） 

③ 上記と同程度の疾病（糖尿病や小児がん等）にかかっているとき 

④ 父母又は養育者の所得が制限内であること 

⑤ 児童が社会福祉施設に入所していないこと 

⑥ 児童の障がいを支給要件とする公的年金を受給していないこと 

※ 複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記より軽度な場合でも該当となることが

あります。 

 

内  容 

重度障がい児（おおむね身体障害者手帳 1，2級・愛の手帳 1，2度程度） 

月額５8，45０円（令和８年度時点） 

中度障がい児（おおむね身体障害者手帳 3級・愛の手帳 3度程度） 

月額３8，9３０円（令和８年度時点） 

※ 消費者物価指数の変動率に応じて毎年度、月額改定される場合があります。 

※ ４月・８月・１１月に前月までの４ヶ月分を銀行口座振込により受給できます。 

  （１１月は８～１１月分の手当を振込みます） 

 

申請方法 

①～④をご持参のうえ障害福祉課へ ※申請書類に基づき認定審査が行われます。 

①  戸籍謄本又は請求者と対象児童の戸籍抄本  

②  請求者の銀行口座の通帳（公金受取口座を指定する場合は不要） 

③  認定診断書（障がいの状況によっては身体障害者手帳の写し、愛の手帳の写し又は「総合判

定区分」確認証明書でも可） 

④  マイナンバーカード等 

 

問 合 せ 

障害福祉課 障害福祉係 電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２-３７１‐１２００ 

 
身 

 
知 

 
精 

 
児 



３ 手帳・手当 25 

１０．児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

 

対 象 者 

次のいずれかの状態にある児童（１８歳到達後最初の年度末までの方）を養育している保護者。児

童に政令で定める程度の障がいがある場合は、２０歳未満まで対象です。 

①父母が婚姻を解消 

②父又は母が死亡 

③父又は母が生死不明 

④父又は母が法令により１年以上拘禁 

⑤父又は母が１年以上遺棄 

⑥婚姻によらないで生まれた 

⑦父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある 

⑧父又は母の申立てにより保護命令を受けた 

 

※ 支給される年金額によって児童扶養手当額を調整いたします。また、年金額が児童扶養手当額を

上回る場合、手当は支給されません。 

※ 児童が措置により児童福祉施設等に入所している場合は対象になりません。ただし一部例外もあ

りますので、詳細はお問い合わせください。 

 

内  容 

児童１子分（全部支給の場合）月額 48,050円 

（一部支給の場合）月額 48,040円～11,340円 

児童２子以降加算額は 11,350円（全部支給の場合） 

なお、原則として手当は、奇数月にそれぞれの前月分までが受給できます。 

※ 所得制限があり、所得額によって手当額が変わります。 

 

申請・問合せ 

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当 電話０４２‐３３８‐６８５１（直通） ＦＡＸ０４２-３７２‐７９８８ 

 

 

 

 

 
児 



３ 手帳・手当 26 

１１．児童
じ ど う

育成
いくせい

手当
て あ て

（障害
しょうがい

手当
て あ て

） 

対 象 者 

２０歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している保護者

（児童が措置により児童福祉施設等に入所している場合は対象外。一部例外あり） 

① 「愛の手帳」１，２，３度程度     

② 「身体障害者手帳」１，２級程度 

③ 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症 

④ 特別児童扶養手当を知的障がいで受給中 

⑤ 特別児童扶養手当１級を身体障がいで受給中（手帳未申請） 

（ただし、身体障害者障害程度等級表２級以上の範囲内） 

内  容 

児童１人月額１５，５００円。なお原則として、２月・６月・１０月にそれぞれの前月分までが受給できます。

※ 所得制限があります。 

申請・問合せ 

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当 電話０４２‐３３８‐６８５１（直通） ＦＡＸ０４２-３７２‐７９８８ 

 

１２．児童
じ ど う

育成
いくせい

手当
て あ て

（育成
いくせい

手当
て あ て

） 

対 象 者 

次のいずれかの状態にある児童（１８歳到達後最初の年度末までの方）を養育している保護者（児

童が措置により児童福祉施設等に入所している場合は対象外。一部例外あり） 

① 父又は母が重度の障がいを有する 

② 父又は母が死亡 

③ 父又は母が生死不明 

④ 父又は母が１年以上遺棄 

⑤ 婚姻によらないで生まれた 

⑥ 父母が婚姻を解消 

⑦ 父又は母が法令により１年以上拘禁 

⑧ 父又は母の申立により保護命令を受けた 

内  容 

１人月額１３，５００円。 

なお原則として、２月・６月・１０月にそれぞれの前月分までが受給できます。 ※所得制限があります。 

申請・問合せ 

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当 電話０４２-３３８‐６８５１（直通） ＦＡＸ０４２‐３７２‐７９８８ 
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４ 医療 27 

≪４ 医療
いりょう

≫ 

１．心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

医療費
い り ょ う ひ

助成
じょせい

制度
せ い ど

（マル
ま る

障
しょう

） 

対 象 者 

① 身体障害者手帳１・２級（内部障がいについては３級も含む）の方 

② 愛の手帳１・2度の方 

③ 精神障害者保健福祉手帳１級の方 

※精神障害者保健福祉手帳 1級の方は、平成 31年 1月 1日から対象となりました。 

 

対象除外 

    ① 所得制限基準額を超える方 

② 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方 

③ ６５歳以上になってはじめて対象者①～③に該当することになった方 

④ ６５歳に達する日の前日までマル障の申請を行わなかった方 

 （東京都内にお住まいでなかった、生活保護を受けていた等のために６５歳前にマル障の申請を行う

ことができなかった方を除きます） 

⑤ 後期高齢医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方  等 

 

内  容 

    健康保険を適用した後の自己負担額が一部助成される○障受給者証が交付されます。 

① 住民税非課税の方 

通院の場合の自己負担はありません。入院の場合は食事代等の負担があります。 

② 住民税課税の方 

自己負担が１割となります。入院の場合は食事代等の負担があります。 

 

申請方法 

① ～③ をご持参のうえ障害福祉課へ 

① 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳 ② 健康保険証等の写し 

③ 本人の銀行口座のわかるもの 

 

問 合 せ 

 障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 
身 

 
知 

 
精 



４ 医療 28 

２．自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

制度
せ い ど

（更生
こうせい

医療
いりょう

）  

 

対 象 者 

 身体障害者手帳を持っている１８歳以上の方で、障がいの程度を軽減、又は障がいを除去するため

の手術等を予定している方 

※ 保険世帯における市民税所得割額が２３万５千円以上の場合は対象外です。 

ただし、高額な費用負担が継続する方（重度かつ継続）に該当する場合［腎臓機能障害、

小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害（心臓移植後の抗免疫療法に限る）、肝臓機能障害

（肝臓移植後の抗免疫療法に限る）の方］は対象となります。 

 

内  容 

 指定更生医療機関において、医療費の自己負担分が軽減されます。（医療の種類により、事前に東

京都心身障害者福祉センターの判定が必要。）原則として、医療費の１割は自己負担。ただし、保険

世帯の市民税所得割額及び患者の障害等により、ひと月当たりの負担に上限額が設定されます。 

※ 原則として申請書類に基づき東京都で審査が行われ、認定された場合は「自立支援医療費受給

者証」が交付されます。 

 

申請方法 

①～④ をご持参のうえ障害福祉課へ 

① 自立支援医療（更生医療）意見書・自立支援医療（更生医療）見積り明細書（所定様式） 

② 健康保険証等の写し 

③ 身体障害者手帳 

④ マイナンバーカード等 

     ※ 心臓機能障害の方は、「心臓機能障害の状況及び所見」と心電図のコピーも必要です。 

 

問 合 せ 

 障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 

 

 

 

 
身 
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３．自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

制度
せ い ど

（育成
いくせい

医療
いりょう

）  

 

対象疾病等 

肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓機能障害、じん臓

機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、その他の内臓障害、免疫機能障害 

 

対 象 者 

満１８歳未満で上記の機能障害が現在あり（又は、将来において機能障害を残すと見込まれるもの）、

入院して手術等を行うことにより機能回復が見込まれる方（身体障害者手帳の所持は要件ではあり

ません。） 

※ 保護者の市民税所得割額が２３万５千円以上の場合は対象外です。ただし、高額な費用負担が

継続する方（重度かつ継続）に該当する場合［腎臓機能障害、小腸機能障害、心臓機能障害（心

臓移植後の抗免疫療法に限る）、肝臓機能障害（肝臓移植後の抗免疫療法に限る）、免疫機能

障害の方］は対象となります。 

 

内 容 

指定育成医療機関において、医療費の自己負担分が軽減されます。 

原則として、医療費の１割は自己負担。ただし、保険世帯の市民税所得割額及び患者の障害等 

により、ひと月当たりの負担に上限額が設定されます。 

※ 申請書類に基づき審査が行われ、認定された場合は「自立支援医療受給者証」が交付されま

す。 

 

申請方法 

①～③をご持参のうえ障害福祉課へ 

① 意見書（所定様式）  ② 健康保険証等の写し  ③ マイナンバーカード等 

※ 人工透析を受けている方は、特定疾病療養受療証の写しも必要です。 

※ 免疫機能障害の方は、「免疫機能障害意見書」も必要です。 

 

問 合 せ 

障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 
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４．自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

制度
せ い ど

（精神
せいしん

通院
つういん

）  

対 象 者 

 精神疾患のため通院している方（年齢制限はありません。） 

 ※ 保険世帯における市民税所得割額が２３万５千円以上の方は対象外です。 

ただし、「重度かつ継続」に該当する場合（統合失調症、そううつ病・うつ病、てんかん、認知症等の

脳機能障害もしくは薬物関連障害（依存症等）の方、又は集中・継続的な医療を要するとして精神

医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方）は対象となります。 

内 容 

指定精神通院医療機関において、通院医療費の自己負担分が軽減されます。 

原則として、医療費の１割は自己負担。ただし、保険世帯の市民税所得割額及び患者の疾患等により、

ひと月あたりの負担に上限額が設定されます。 

※ 申請書類に基づき東京都で審査が行われ、認定された場合は「自立支援医療費受給者証」が交

付されます。 

申請方法 

①～③ をご持参のうえ障害福祉課へ 

① 診断書（所定様式） ② 健康保険証等の写し ③ マイナンバーカード等 

  ※ 医療機関及び薬局の名称・所在地・電話番号のわかるものが必要です。 

問 合 せ 

障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 

５．小児
しょうに

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

入院
にゅういん

医療費
い り ょ う ひ

助成
じょせい

  

対 象 者 

 都内に住所を有し、精神障がいの治療のため精神科に入院している 18 歳未満の児童（引き続き入

院加療を必要とする場合は、20歳未満を限度とします。） 

  ※ただし、他の法令等による給付により自己負担を生じない方は除きます。 

内  容 

 健康保険を適用した後の自己負担額全額が助成される医療券が交付されます。（有効期間１年） た

だし、食事療養費は自己負担となります。 

申請方法 

①～③をご持参のうえ障害福祉課へ     ※ 申請書類に基づき審査が行われます。 

① 診断書（所定様式） ② 住民票（申請から３ヶ月以内のもの） ③ 健康保険証等の写し 

 

問 合 せ    障害福祉課 障害福祉係 電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 

 
精 

 
精 

 
児 
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６．難病
なんびょう

等
と う

医療費
い り ょ う ひ

助成
じょせい

 

対 象 者 

都内に住所があり、難病等医療費助成制度の対象となる疾病にかかっていて、認定基準を満たして

いる方 

 

対象疾患一覧 

・難病法に基づく指定難病 

・都単独の対象疾病 

・人工透析を必要とする腎不全 

・先天性血液凝固因子欠乏症等 

・スモン 等 

 

内  容 

難病等医療費助成制度の対象となる方は、その治療にかかる医療費等の一部が助成されます。対象

者には、指定難病受給者証または○都医療券が東京都より交付されます。 

 

申請方法 

医療費等の助成を受けるためには申請が必要です。申請書及びそれに添付する所定の診断書等の

用紙は、障害福祉係窓口で配布しています。詳しくは障害福祉係へお問い合わせください。 

 ※ 申請書類に基づき、東京都による認定審査が行われます。 

 

難病認定に関する問合せ 

東京都保健医療局保健政策部疾病対策課   電話０３‐５３２０‐４００４（直通） 

 

「登録者証」について 

 令和 6年度から東京都では、難病のり患者向けに指定難病要支援者証明事業が開始され、希望者には、

マイナンバー情報連携等による「登録者証」が交付されています。 

 

問 合 せ 

障害福祉課 障害福祉係 電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 

 

 
難 

 

 

東京都難病ポータルサイト 
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７．B
びー

型
がた

・Ｃ
しー

型
がた

ウイルス
う い る す

肝炎
かんえん

治療
ちり ょう

医療費
い り ょ う ひ

助成
じょせい

 

対 象 者 

都内に住所があり、B 型・Ｃ型肝炎のインターフェロン治療を要すると診断された方、Ｂ型肝炎の核酸

アナログ製剤治療を要すると診断された方、Ｃ型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断さ

れた方（ただし、生活保護受給者で保険証非保有者は除く） 

※ 助成の期間は治療方法により異なります。インターフェロン治療は原則１回ですが、要件を満たす

場合に限り、本制度による２回目の助成が受けられます。 

※ Ｂ型肝炎の核酸アナログ製剤治療は、医師が必要と認めた場合に限り、更新ができます。 

内  容 

B 型・C 型肝炎のインターフェロン治療、Ｂ型肝炎の核酸アナログ製剤治療、Ｃ型肝炎のインターフェ

ロンフリー治療にかかる保険診療の患者負担額から、患者一部負担額を除いた額を助成します。 

申請方法 

医療費助成を受けるためには障害福祉課への申請が必要です。申請書等の用紙は、障害福祉係窓

口で配布しています。 

認定に関する問合せ 

東京都保健医療局保健政策部疾病対策課  電話０３‐５３２０‐４００４（直通） 

問 合 せ   

障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

８．小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

医療費
い り ょ う ひ

助成
じょせい

 

対 象 者    

保護者の住所が都内にあり、満１８歳未満で、小児慢性の対象となる疾病により、入院・通院治療さ

れている方で、都が定める認定基準を満たしている方（ただし１８歳未満で認定を受け、引き続き医

療券を交付されている方に限り満２０歳未満まで延長可能） 

内  容 

特定の小児慢性疾病について、その治療にかかる医療費等の 

一部が助成される医療券が東京都より交付されます。 

申請方法 

医療費等の助成を受けるためには障害福祉課への申請が必要で、 

その後東京都による認定審査が行われます。申請書等の用紙は、障害福祉係窓口で配布しています。 

認定に関する問合せ   

東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課母子医療助成係  電話０３‐５３２０‐４３７５（直通） 

問 合 せ 

障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 
児 

 
難 

小児慢性特定疾病 

情報センターHP 
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９．肝
かん

がん・重度肝
じゅうどかん

硬変
こうへん

治療
ちり ょう

研究
けんきゅう

促進
そくしん

事業
じぎょう

 （肝
かん

がん・重度肝
じゅうどかん

硬変
こうへん

医療費
いりょうひ

助成
じょせい

制度
せいど

） 

 

対 象 者 

肝がんまたは重度肝硬変（※）と診断されていて、次の要件をすべて満たしている方 

（※）B型・C型肝炎ウイルスに起因するものに限ります。 

 

① 都内に住所を有しており、医療保険(国民健康保険、その他の健康保険等)に加入している 

② B型・C型ウイルス肝炎による肝がんまたは重度肝硬変と診断されている 

③ 世帯年収が制限基準額を超えない（ただし、生活保護受給者は除く） 

④ 肝がん・重度肝硬変による医療機関への入院または通院で、申請月の前の２３ヶ月以内に高額療

養費算定基準額を超えた月が１ヶ月以上ある 

⑤ 肝がん・重度肝硬変治療の研究へ協力することに同意している 

 

内  容 

   医療費の助成基準を満たした月において、医療費の一部を助成します。 

 

申請方法 

医療費助成を受けるためには申請が必要です。申請書及びそれに添付する所定の診断書等の用紙

は、障害福祉課窓口で配布しています。詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。 

 ※ 申請書類に基づき、東京都による認定審査が行われます。 

 

 

認定に関する問合せ 

東京都保健医療局保健政策部疾病対策課  電話０３‐５３２０‐４４７２（直通） 

 

問 合 せ 

障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 
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１０．未熟児
み じ ゅ く じ

の養育
よういく

医療
いりょう

 

対 象 者 

次のいずれかに該当する新生児  

① 出生時体重が２，０００グラム以下 

② 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状がある 

・一般状態（運動不安・けいれん・運動異常） 

・体温が３４度以下 

・呼吸器、循環器系（強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分３０回以下等） 

・消化器系（生後２４時間以上排便がない、４８時間以上嘔吐が持続等） 

・黄だん（生後数時間以内に出現、異常に強い場合等） 

内  容 

新生児で、医師が入院養育の必要を認めた方の医療費を助成（保険適用外の費用は除く） 

申請方法 

 こども家庭センターまでお問い合わせください。 

問 合 せ 

こども家庭センター 電話０４２‐３７６‐９１７７（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２３５ 

 

１１．ひとり親
おや

家庭
か て い

等
と う

の医療費
い り ょ う ひ

助成
じょせい

 

対 象 者 

次のいずれかの状態にある児童（児童とは、１８歳到達後最初の年度末までの方をいいます。）を養

育している母・父又は養育者と児童。児童に中度以上の障がいがある場合は、２０歳未満まで対象で

す。ただし、国民健康保険又は社会保険に加入している必要があります。なお、生活保護・里親制度

等を受けている方、児童福祉施設その他の施設に措置により入所している方は対象外です。 

① 父母が婚姻を解消 

② 父又は母が死亡 

③ 父又は母が生死不明 

④ 父又は母が法令により１年以上拘禁 

⑤ 父又は母が１年以上遺棄 

⑥ 婚姻によらないで生まれた 

⑦ 父又は母が重度の障がいを有する 

⑧ 父又は母の申立てにより保護命令を受けた 

内  容 

 医療機関で診療を受けたとき、あるいは医療機関から処方せんの指示により薬局で調剤を受けたと

き、窓口で支払うべき保険適用内の自己負担分を助成します。（一部負担金を支払う場合がありま

す。）市で医療証を発行します。 

申請・問合せ 

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当 電話０４２‐３３８‐６８５１（直通） ＦＡＸ０４２‐３７２‐７９８８ 

 
児 

 
児 
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１２．子
こ

どもの医療費
い り ょ う ひ

助成
じょせい

 

対 象 者 

 国民健康保険又は社会保険に加入している０歳から１８歳到達後最初の年度末までの児童。ただし

生活保護・里親制度等を受けている方、児童福祉施設その他の施設に措置により入所している方は

対象外です。 

内  容 

 医療機関で診療を受けたとき、あるいは医療機関から処方せんの指示により薬局で調剤を受けたと

き、窓口で支払うべき保険適用内の自己負担分を、市で発行している医療証で助成します。（※小・

中学生、高校生等については一部自己負担があります。） 

申請・問合せ 

 子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当 電話０４２‐３３８‐６８５１（直通） ＦＡＸ０４２‐３７２‐７９８８ 

１３．歯科
し か

医療
いりょう

連携
れんけい

推進
すいしん

事業
じぎょう

  

対 象 者 

要介護高齢者、障がい児（者）の方で、かかりつけ歯科医をお探しの方 

内  容 

  身近な地域で必要な歯科医療が受けられるように歯科医師を紹介します。 

問 合 せ 

 健康推進課（健康センター）  電話０４２‐３７６‐９１49（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２３５ 

 ※その他に健康相談、がん検診、予防接種等を行っています。詳しくは健康推進課へお問合せくださ

い。 

１４．障
しょう

がい児
じ

（者
しゃ

）等
と う

歯科
し か

診療
しんりょう

事業
じぎょう

 

対 象 者 

一般歯科診療所では治療が困難な障がい児（者） 

内  容 

 一般歯科診療所において診療を受けることが難しい障がい児（者）の歯科治療を健康センター内の

「ふれあい歯科診療所」で行っています。 

  《受付時間》 祝日・年末年始を除く毎週 水・木曜日 － 午前９時 30分～1１時 45分（予約制） 

申請方法 

 お体の状況により、初診曜日をご案内いたします。 

事前に電話等で健康センターへ予約をしてください。 

問 合 せ   

健康推進課（健康センター）   

 
児 

 
児 
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電話０４２‐３７６‐９１４９（直通）※診療受付時間中は 042‐376‐8009 

ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２３５ 

 

１５．大気
た い き

汚染
お せ ん

医療費
い り ょ う ひ

助成
じょせい

制度
せ い ど

 

対象疾病 気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ 

対 象 者 

以下のいずれにも該当する方 

  ・１８歳未満（１８歳の誕生日が属する月の末日までの間にある者を含む） 

・東京都内に引き続き１年（３歳未満は６か月）以上住所を有する 

・健康保険等に加入 

・申請日以降喫煙しない 

内  容 

医療券の有効期間内に、医療券に記載された対象疾病の医療費（保険診療の窓口支払額）月額の

うち自己負担限度額（月額 6,000円）を超える部分を助成します。18歳未満の方は、自己負担はあ

りません。認定されると医療券が交付されます。 

申請方法 

認定申請書(所定様式)に主治医診療報告書等の必要書類を添付し、市役所福祉総務課へ 

詳細については下記問合せ先へご確認ください。  

※ 申請書類に基づき認定審査が行われます。 

制度全般に関する問合せ 

 東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課  電話０３‐５３２０‐４４９１（直通） 

問 合 せ 

 福祉総務課 福祉総務担当 2  電話０４２‐338-6889（直通） ＦＡＸ０４２‐３３８‐６８８１  

１６．原子
げ ん し

爆弾
ばくだん

被爆者
ひ ば く し ゃ

援護
え ん ご

 

（１）被爆者に対する医療費助成等 

対 象 者 

東京都に住所を有する多摩市民で、原子爆弾被爆者（被爆者健康手帳をお持ちの方）の方 

内  容 

次の申請・変更等を受け付けます。 

① 健康診断 

② 医療費の助成 

③ 手当等の支給 

④ 都営交通無料パスの支給 

⑤ その他(都営住宅入居の優遇、税法上の特別措置等) 



４ 医療 37 

（２）被爆者の子に対する医療費助成 

 

◆健康診断の実施 

対 象 者 

東京都に住所を有する多摩市民の方で被爆後に生まれた被爆者の実子（被爆当時、胎児であった

方は除かれます。）の方は「健康診断受診票」の交付を受けることによって年２回（春、秋）の定期健

康診断が無料で受けられます。 

◆医療費の助成 

対 象 者 

東京都に住所を有する多摩市民で被爆者の子で健康診断受診票の交付を受けている人が、原子爆

弾の放射能の影響による病気にかかり、６ヶ月以上の医療を必要とするときは、医療費の助成を受け

られます。 

 

以下、（１）・（２）共通 

 

申請手続 

福祉総務課へ  ※詳細については下記問合せ先へ 

制度全般に関する問合せ 

東京都保健医療局保健政策部疾病対策課被爆者援護担当 電話０３‐５３２０‐４４７３（直通） 

問 合 せ 

福祉総務課 福祉総務担当 2  電話０４２‐338-6889（直通） ＦＡＸ０４２‐３３８‐６８８１ 

 

１７．東京都
と うきょ うと

保健
ほ け ん

医療
いりょう

情報
じょうほう

センター
せ ん た ー

 ひまわり 

内  容 

 保健医療福祉に関する相談や、都内医療機関の案内を行っています。 

問 合 せ 

 保健医療福祉相談（平日９時～２０時） 

医療機関案内（２４時間） 電話０３‐５２７２‐０３０３ 

      聴覚障害者等専用ファックス  ＦＡＸ０３‐５２８５‐８０８０ 

 

 外国語による相談（英語・中国語・韓国語・タイ語・スペイン語） 

 電話０３‐５２８５‐８１８１（毎日９時～２０時） 
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≪５ 助成
じょせい

・給付
きゅうふ

≫ 

１．交通費
こ う つ う ひ

助成
じょせい

 ①タクシー
た く し ー

利用
り よ う

料金
りょうきん

助成
じょせい

  

対 象 者 

 在宅の身体障害者手帳１・２級の方、身体障害者手帳の障害部位が下肢機能障害３級、体幹機能障

害３級、呼吸器機能障害３級の方、愛の手帳１・２度の方、精神障害者保健福祉手帳１級の方。ただし、

施設入所されている方は対象外です。  

内  容  助成限度額  年額 ３６，０００円 

 対象者がタクシーを利用する場合に、その運行に伴う利用料金の一部を助成します。ただし、高速道

路料金、予約料金、福祉タクシー利用時の介護料等は助成対象外です。※本人（対象者が２０歳未

満の場合は扶養義務者）の前年度の市民税所得割額が１５万円以上の方は対象外です。 

請求方法 

 ６月・８月・１０月・１２月・２月・４月の所定の日までに、交通費助成請求書にタクシー利用料金の領収

書を貼付し、押印して市に請求（郵送可）⇒請求者の口座に振り込み 

申請方法  

①～③ をご持参のうえ障害福祉課へ 

①身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳 ②印かん ③本人の銀行口座のわかるもの 

問 合 せ  障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 

２．交通費
こ う つ う ひ

助成
じょせい

 ②自動車
じ ど う し ゃ

ガソリン費
が そ り ん ひ

助成
じょせい

  

対 象 者 上記、タクシー利用料金助成の対象者と同様（タクシー費助成とガソリン費助成の選択制） 

内  容  助成限度額  年額 ３６，０００円 

本人もしくは本人と生計を同一にする家族が所有する自家用車の運行に伴うガソリン費の一部を助

成します。 ※本人（対象者が２０歳未満の場合は扶養義務者）の前年度の市民税所得割額が１５万

円以上の方は対象外です。 

請求方法 

    ７月・１０月・１月・４月の所定の日までに、交通費助成請求書にガソリン費の領収書を貼付し、押印し

て市に請求（郵送可）⇒請求者の口座に振り込み 

申請方法  

①～④ をご持参のうえ障害福祉課へ 

①身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳 ② 印かん  

③本人の銀行口座のわかるもの ④車検証       

問 合 せ  障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 
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３．おむつの支給
しきゅう

とおむつ代
だい

の助成
じょせい

  

対 象 者 

３歳以上の者で、常時失禁等の状態が１ヶ月以上継続し、下肢又は体幹機能障害等で、寝たきり又は

車いすで日常生活をする状態にある、身体障害者手帳１・２級、愛の手帳 1・2度の方。 

ただし、介護保険法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法に基づく施設に入所されて

いる方、生活保護を受給されている方は除きます。（高齢者のおむつ支給対象者となる場合は、高齢

サービスによる支給となります） 

内  容 

 在宅でおむつを必要としている方に定期的に市で指定したおむつ、もしくはパッドを支給又は貸与し

ます。ただし、医療提供施設に入院した場合には、入院中のおむつの購入に要した費用の一部を助

成します。なお、支給及び助成の開始につきましては、申請の翌月分から対象となります。 

  ◆現物支給又は貸与  ８，０００円／月を限度（１割は自己負担） 

  ◆入院時の購入費助成  ７，０００円／月を限度（実費の９割を助成） 

申請方法 

    事前に相談が必要です。身体障害者手帳、愛の手帳をご持参のうえ障害福祉課へ 

問 合 せ  障害福祉課 相談支援担当 電話０４２‐３３８‐６８４７（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

４．自動車
じ ど う し ゃ

改造費
か いぞ う ひ

助成
じょせい

  

対 象 者  次の①～④すべてを満たす方 

① 引き続き３ヶ月以上多摩市に住民登録、居住している。 

② 身体障害者手帳１～３級（内部障がい１～４級、下肢又は体幹１～５級の歩行困難な方）の交付を

受けている。 

③ 前年の所得が特別障害者手当の所得制限限度額の範囲内である。 

④ 自動車運転免許取得者で就労等により自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装

置等の一部を改造した。 

内  容 

   １３３，９００円を限度として、操向装置及び駆動装置等の改造に要した額を助成します。 

申請方法 

① ～⑦ をご持参のうえ障害福祉課へ 

①  改造の箇所、経費を確認できる明細書・領収書 ② 自動車検査証 ③ 運転免許証等の写し  

④ 身体障害者手帳の写し ⑤ 本人の銀行口座のわかるもの ⑥ 印かん  

⑦ 前年分の源泉徴収票、確定申告書、又はそれに準ずる書類（課税証明書等） 

※ ただし、公簿等で確認できる場合は不要 

問 合 せ  障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 
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５．自動車
じ ど う し ゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得費
し ゅ と く ひ

助成
じょせい

     

対 象 者 

 次のすべてを満たす方 

① 引き続き３ヶ月以上都内に居住していて、多摩市に住民登録している。 

② 身体障害者手帳１級～３級（内部障がい１～４級、下肢又は体幹１～５級の歩行困難な方）又は 4

度以上の愛の手帳の交付を受けている。 

③ 自動車運転免許を取得した方 

※ただし、本人（対象者が２０歳未満の場合は扶養義務者）の前年の所得税の年額が 400，000円

を超える方は対象外です。 

内  容 

 補助対象経費の実支出額に３分の２を乗じた額を助成します。（１００円未満の端数は切り捨て）ただ

し、助成対象者の前年の所得税額に応じて、１６４,８００円を限度に助成します。 

申請方法  ①～⑦をご持参のうえ障害福祉課へ 

① 自動車運転教習所等において教習を修了したことを証する書類 ② 運転免許証等の写し 

    ③運転免許取得に要した費用の明細書及び領収書 ④ 身体障害者手帳又は愛の手帳の写し 

⑤前年分の所得税額を証する書類 ⑥ 本人の銀行口座のわかるもの ⑦ 印かん 

 

問 合 せ   障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 

６．黄色
き い ろ

いハンカチ
は ん か ち

の給付
きゅうふ

        

対 象 者 

 身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方 

内  容 

 障がいのある方が日常生活で困ったときや、災害等緊急時に、周囲の方に手助けを呼びかけるため

の黄色いハンカチを給付します。 

申請方法 

身体障害者手帳・愛の手帳をご持参のうえ障害福祉課へ 

問 合 せ  障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 
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７．ヘルプカード
へ る ぷ か ー ど

の配付
は い ふ

 

対 象 者 

 市内在住で障がいや疾病のある方またはヘルプカードが必要な方 

内  容 

 障がいがある方や疾病等のある方が普段から身につけ、いざというときに自分の情報や手助けをし

てもらいたいことを周囲の人に伝えるカードを配付します。障害者手帳の有無は問いません。 

配布窓口 

① 多摩市役所 障害福祉課  ② 多摩市社会福祉協議会 

③ 多摩ボランティア市民活動支援センター（ヴィータ・コミューネ） 

申請に必要なものはありませんので、配布窓口に直接お越しください。 

問 合 せ 

 障害福祉課 障害福祉係  電話０４２‐３３８‐６９０３（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 

 

 

８．身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

（盲導犬
もうどうけん

・介助
かいじょ

犬
けん

・聴
ちょう

導
どう

犬
けん

）の給付
きゅうふ

  

対 象 者 

 都内におおむね１年以上居住する１８歳以上の方で補助犬を適切に利用、飼育できる方   

① 盲導犬・・・視覚障がい１級の方 

② 介助犬・・・肢体不自由１・２級の方 

③ 聴導犬・・・聴覚障がい２級の方 

※ 所得制限があります。また、借家、借間等に居住されている方は、家主又は管理者の承諾が必要

です。 

※ 資格要件を満たす事業者にあらかじめ給付相談を行い、補助犬使用者としての適性の有無 

やニーズ評価を受けることが必要です。  

内  容 

 無料で補助犬が給付されます。ただし、飼育費等は自己負担です。 

 

問 合 せ 

 障害福祉課 相談支援担当  電話０４２‐３３８‐６８４７（直通） ＦＡＸ０４２‐３７１‐１２００ 
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９．特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

就学
しゅうがく

奨励
しょうれい

費
ひ

の助成
じょせい

 

 

対 象 者 

 多摩市に住民登録があり、お子様が次のいずれかに該当する保護者 

① 小学校又は中学校の特別支援学級に在籍している 

② 通級指導学級で指導を受けている 

③ 小学校又は中学校の通常の学級に在籍し、学校教育法施行令第 22条の 3に規定する障害 

の程度に該当している 

 

内  容 

・特別支援学級に在籍している児童・生徒又は通常の学級に在籍し、学校教育法施行令第 22 

条の 3に規定する障害の程度に該当している児童・生徒の保護者の教育費の一部補助 

＜対象となる教育費＞ 

学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費、移動教室費、職場実習交

通費、交流学習交通費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、通学費 

    ※ただし、就学援助の認定を受けている場合や所得により、助成されない項目があります。   

  ・通級指導学級で指導を受けている児童・生徒の保護者の教育費の一部補助 

   ＜対象となる教育費＞ 

    通学費 

  

    ※ただし、所得により助成金が２分の１になる場合があります。 

 

問 合 せ 

   教育委員会 学校支援課  電話０４２‐３３８‐６８７５（直通）  
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